
南魚沼市地下水の採取に関する条例一部改正（案） 

パブリックコメントの意見に対する市の考え方の公表 
 

【問合せ】環境交通課 ☎７７３－６６６６ 

 

 南魚沼市地下水の採取に関する条例一部改正（案）に対する意見募集を３月４日

（金）～４月１日（金）に行いました。寄せられた意見と、それに対する市の考え

方を公表します。 

 

№ 意見等の概要 市の考え方（対応） 

１ 

長期間井戸を使用するために、水中ポン

プとケーシング管内径の間隔は維持管理

上、最低 25㎜以上が望ましい。ケーシング

の腐食や、水中ポンプ胴周囲のさびでポン

プを引き上げられないといったトラブルを

起こさないためにもケーシング口径を見直

すことが大切だと考える。 

条例別表第３で揚水機の吐出口径に応じ

たケーシング口径を区分していますが、ケ

ーシングの材質や掘削の方法などの理由

で、条例で規定するケーシング口径では施

工できない申請案件が確認されています。

揚水量に大きな影響はないと考えられます

ので、施工に支障が出ない選定ができるよ

うケーシング口径の基準を見直します。 

２ 

地域ごとの地盤沈下の状況、推移につい

て公表してもらいたい。 

重点区域内は、毎年９月に新潟県と市の

共同で、水準測量を実施して地盤沈下量を

計測しています。調査結果は、翌年３月に

新潟県ウェブサイトで公表しています。市

ウェブサイトからも調査結果を確認できる

ように対応しました。 

３ 

事情により、井戸設置許可申請時にさく

井施工業者が未定の場合でも申請を受け付

けてほしい。 

市内の井戸設置工事などは、市に登録さ

れている施工業者が実施することで、適正

な施工や手続きが行われていると考えてい

ます。許可申請時には、市に登録されてい

る施工業者を選定してもらうようにお願い

します。 

４ 

南魚沼市地下水対策委員会の委員名簿や

選考基準、審議内容を公開してほしい。 

委員名簿や委員会の審議内容は、情報公

開条例に基づく公開請求で公開が可能で

す。なお、地下水対策委員の選考基準の規

定はありません。 



５ 

地盤沈下に影響がないと思われる地域や

広い敷地の家屋などは、現在の規制では水

量不足になることがあるため、人力で除雪

をする必要があり、除雪ができない人など

の生活に支障が生じている。消雪対象面積

に応じた水量の改正が必要と考える。 

重点区域から離れた地域であっても、過

剰な揚水は当該区域や他の地域に影響が生

じる恐れがあります。条例では、全市民が

節水を実行し、地盤沈下を抑制していくこ

とを理念としています。その他区域でも、

新規掘削は一定の抑制が必要であると考え

ていますので、ご理解をお願いします。 

６ 

許可水量の算出方法は建築面積を対象と

しているが、新築住宅は建築面積が少ない

ため吐出口径は 32 ㎜となる案件が多くな

っている。（その他区域に関する意見） 

７ 

単位面積当たりの消雪必要散水量

0.45L/分について、河川の伏流水が混じる

地域の地下水温は低く、より多くの散水量

を必要とするため、地下水温に応じた必要

散水量に改正するべき。 

 

地下水温は地域や井戸構造により変化す

るため、公共用井戸の地下水温の平均値

12℃を必要散水量算定の係数に用いていま

す。井戸ごとに地下水温を考慮するには、

掘削後やポンプ引上げ後に地下水温を測定

して必要散水量を判定することとなり、井

戸を速やかに設置することに支障が生じる

と考えられます。そのため、実際の地下水

温から必要散水量を算定することは難しい

と考えています。 

８ 

地下水温が低い地域では、消雪散水の機

能が働かない実情がある。 

９ 

許可水量について、吐出口径 25㎜以下、

32㎜以下、40㎜以下の区分があるが、50㎜

以下に統一してほしい。また、重点区域内

の住宅用も 50㎜以下としてほしい。 

節水のため、許可水量に応じた吐出口径

を 25 ㎜から段階的に区分することで揚水

量の抑制を図っていますので、ご理解をお

願いします。 

地盤沈下が進行している重点区域内の住

宅用地は、吐出口径の上限を 32㎜以下とし

ており、規定の変更は考えていません。 

10 

市全体での節水で揚水量を削減し、地盤

沈下の進行を遅らせるという根拠のない理

屈により、その他区域にも不要な規制を強

いていることに大きな問題がある。その他

区域は一定規模以上の工場や施設などの場

合のみ、周辺への科学的な影響調査を実施

して調整するだけでよく、手続きは届け出

に見直すべき。 

条例の目的である、地盤沈下の抑制と生

活環境の保全のために条例改正を進めてい

ます。地下水は、一部の地域の過剰な揚水

でも他の地域に渇水などの影響が生じる恐

れがあります。影響調査を実施しても、具

体的な判定をすることは困難と考えます。

手続きは地下水の保全のため、無許可での

行為に対して是正措置の命令や罰則を行う

ことを鑑みて、変更は考えていません。 



11 

その他区域は増加掘削を認めても問題な

いが、重点区域内は地盤沈下などの公害対

策のため、緩和すべきでない。 

重点区域内には 40ｍ前後の井戸が集中

しているため、より深い層（60ｍ以深）か

ら取水することで、地盤沈下の抑制が期待

できると考えています。重点区域内の同口

径の揚水機の更新許可についても、60ｍ以

深への転換が進むことを目的としていま

す。 

12 

「井戸の規制は事業継続に支障が見込ま

れる」とあるが、地下水でなければ事業活

動が困難だとする規制解除に都合の良い解

釈と感じられる。井戸の規制を解除するの

ではなく、除雪費の補助を予算化し、高齢

者世帯に助成してはどうか。 

条例の趣旨を鑑み、生活環境の保全のた

めに条例改正を進めています。 

除雪費の補助については、高齢者と要配

慮世帯を対象に除雪援助事業を行っていま

す。 

13 

揚水機の口径に対する最大許可水量が水

中ポンプの最大能力に匹敵し、余裕がない

ため、水量不足になっている。魚沼市と比

べると、許可水量に対する揚水機の口径が

厳しすぎるため、最低限の消雪が可能であ

る数値に改正してほしい。 

許可水量の区分に対応する揚水機の口径

については、複数のメーカーのポンプ能力

を参考にして定めています。市内で主に使

用されているポンプメーカーの仕様を確認

し、より実情に近い能力に応じた適正な区

分となるよう見直しを行います。 

14 

既設井戸と同一規格の井戸の堀替えやポ

ンプ交換を認めた場合、新規に掘削する人

との不公平感が増す。その他区域では、新

規、更新とも魚沼市の算出方法を用いれば

問題は少なくなると思う。 

今回の改正案は、既設の井戸の故障など

で必要となる改修費用や新たな設備投資に

よる事業の継続・生活への支障を考慮し、

生活環境の保全を目的としています。既設

井戸と同規格の井戸であれば総揚水量に変

化はありませんが、新規の掘削は総揚水量

の純増となるため、市の条例による地盤沈

下の抑制が必要であると考えています。 

 


